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                ☆幹事報告

【報告事項】

1：11月のRIレートは112円です。

２：湖浄連11月24日川ゴミサミットに

出席を

　　お願いします。

【回覧事項】

１：財団ニュース回覧します。

【レターボックス】

１：月信

２：ロータリーの友

３：IMプログラム

４：川ゴミサミット
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  今日はみなさまに良いお知らせがあります。本日

卓話をしてくださる小林聖人会員が真言宗智山派

総本山智積院にて大僧正昇補をお授かりになられ

ました。心よりお祝い申しあげます。

小菊

 さて、今年も残すところ、ふた月となりました。十一月七日は、

立冬。

　暦の上では、この日から冬が始まります。銀杏は黄色に染まり、楓

は真っ赤に色づく。紅葉を美しく色づける昼と夜の気温差ですが、逆に

私たちは身体の調子をくずしやすくなることもあります。これから始まる冬に

備えて、しっかり食べて、温めて、自然の恵みをたっぷりと味わいながら、自

分とじっくり向き合い、冬を迎える準備をしていく。

　いまは、そんな季節なのかもしれません。

11月3日は国民の祝日の一つ「文化の日」です。

皇居では毎年、文化勲章の親授式が執り行われます。また、全国各地で芸

術祭が開かれます。秋宮でも菊花展が開かれています。もともとこの日は、

明治天皇の誕生日にあたります。明治時代は「天長節」、昭和22年までは

「明治節」と呼ばれていた休日でした。現在は、日本国憲法が公布された日

であることに由来し、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とした

祝日となっています。地域の身近な文化を知り、それを受け継いでいくのも

私たちに課せられた役目であると感じます。

　また、今月はロータリー財団月間です。先月国際奉仕委員会より財団につての詳しい発表がありましたので、今

日は少しだけお話したいと思います。

1917年アーチ・クランプが、アメリカのアトランタで開催された国際大会で「ロータリーが基金をつくり、全世界的な

規模で、慈善、教育、その他社会奉仕の分野で、何かよいことをしようではないか」と提案し、採択され、最初の寄

付は、26ドル50セントから始まりました。昨年ロータリー財団は１００周年を迎えました。10月24日は「世界ポリオデ

ー」でした。ポリオ撲滅も間近です。全世界的な規模でポリオ撲滅が達成するのです。こんな組織は他にはないで

しょう。「世界中の人びとが平和になるために私たちにできることは何か」を考え、一つずつ達成できていけばいい

のかなと思います。

　　　　　　　　　　　結びに

　　　　　　　　　　　　　「あなたのランプをいま少し　高くかかげてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恵まれぬ人たちの　行く手を照らすために。」　＝ヘレン・ケラー＝



♪出席報告 ♪ニコニコＢＯＸ ♪今週のことば
会員数 38人  9名 47,000 小林聖仁さん 本日は楽しみにしておりました。宜しくお願いします。

出席対象 38人 累計 260,000 青少年奉仕委員長 小笠原 仁

出席者数 30 目標額 60万円 11月２４日の下諏訪町文化センターでの川ゴミサミット よろしくお願いします。

出席率 78.9% 達成率 43.3% 萩田 均

前回修正 73.7% 大望の諏訪湖ロータリークラブのジャンパーが出来ました。当社へ御注文頂き

ありがとうございました。もうけの一部を寄付します。（25,000円）大澤邦彦

小林聖仁和尚が智積院智山派僧侶として最高の階位である大僧正に

11月7日にご就任されます。本日のご講演もさることながら今後も

お導きを宜しくお願いいたします。御子柴文夫

SUWAKO　ROTARY　CLUB　WEEKLY Ｎｏ.1574　Part2

　

　　

青少年奉仕委員会　担当例会

　　　　　　　　　　　　　　　～　保護司活動40年　～　　　　　小林　聖仁会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

諏訪湖口一タリ一クラブ卓話

　　私の保護司活動40年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018,11,1小林聖仁

○私の保護司活動は菩薩道の実践
　私は昭和54年５月20日に保護司を拝命しました。私にとっての保護司活動は僧侶として当然の使

命であり、社会教化活動でもあります。というのも更生保護活動こそ人と人とが慈悲心をもって「支え

あい、つくしあい」の社会づくり活動であるからです。仏教でいう菩薩道の実践なのです。なぜ、そこ

にお寺が建立されたのか？。なぜ僧侶の道を選んだのか？。僧侶は誰のために居るのか？。父の

亡くなった年齢(69)を超え、後期高齢者になった今頃になって、更生保護活動こそ僧侶の使命とし

て務めるべきことだと思うようになりました。

○「ほとけさまの心」で生きる
　明日も有ると思っている「いのち」は、何時、どこで、どうなるか解りません。そして誰にでも確実に死

期はやって来ます。

夏に咲く朝顔は昼にはしぼんでしまう花です。それでも精一杯に咲いて私たちに涼しさを届けてくれ

ています。今朝を一生懸命に生きているのです。しかも無理なく自然そのままに、だから美しいのか

も知れません。その花が毎日を「その日その日」を大切に生きるように教えてくれています。

○「生かされて生きている」自分に気づく
　この世に生まれたものは誰でも老いて、病んで、死んで行きます。あなたも私も、だから今を大切に

生きたいです。この世のものは、すべて縁りあって生かされて生きています。生かされて生きているこ

とに気づくと自分に出来ることを、出来る範囲で精一杯させていただく生き方をするようになります。

更生保護活動は「支え合い」「つくしあい」の社会づくり活動です。

　「やりがいの活動は生きがいになる」

　これからも出来る限りの範囲で活動を続けたいと思います。

　今月のお誕生日　

　　　河西会員

　ロータリー20年表彰

　　　　西澤会員


